
あ け ぼ の 団 地 外 ３ ７ 団 地 

消防用設備等保守点検及び防火設備定期点検業務仕様書 

 

               第１章  総   則 

 

第１節 一般事項 

 

第１条 概要 

 本仕様書は消防用設備等保守点検及び防火設備定期点検業務委託に適用する。 

 

第２条 所在地及び名称 

 別紙「令和８年度点検予定団地一覧表」参照 

 

第３条 点検概要 

 消防用設備等の機器点検及び総合点検及び建築基準法に基づく防火設備定期点検 

  対象設備 

  １ 自動火災報知設備 

２ 非常警報設備 

    ３ 誘導灯設備 

４ 避難器具 

５ 連結送水管 

６ 防排煙制御設備 

  ７ 消火器 

  ８ 防火設備 

  

 第４条 共通事項 

 １ 消防用設備等については、消防法第１７条の技術上の基準に適合しているか確認するこ 

と。また、防火設備定期点検については、建築基準法第１２条第４項に基づく点検を行 

うこと。 

   ２ 消防法（昭和２３年法律第１８６号）及び消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）

に規定する次に掲げる資格を有するすべての者を直接雇用し、本件契約に係る業務の履

行に際し、配置できる者であること。ただし、複数の資格を有する者を配置することを

妨げない。また、資格を有することを証する書類及び直接的な雇用関係を証する書類を

提出すること。 

ア 消防設備士甲種又は乙種第１類又は消防設備士甲種又は乙種第２類、又は消防設備点

検資格者第１種 

イ 消防設備士甲種又は乙種第４類、又は消防設備点検資格者第２種 

ウ 消防設備士甲種又は乙種第５類、又は消防設備点検資格者第２種 



エ 消防設備士乙種第６類、又は消防設備点検資格者第１種 

オ 消防設備士甲種又は乙種第４類又は消防設備士乙種第７類、又は消防設備点検資格者

第２種 

カ 電気工事士免状又は電気主任技術者免状を併せ持つ消防設備士甲種又は乙種第４類

又は消防設備士乙種第７類、又は消防設備点検資格者第２種 

３ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）及び建築基準法施行規則（昭和２５年建設省

令第４０号）に規定する１級建築士若しくは２級建築士又は防火設備検査員のいずれか

の資格を有する者を直接雇用し、本件契約に係る業務の履行に際し、配置できる者であ

ること。また、資格を有することを証する書類及び直接的な雇用関係を証する書類を提

出すること。 

４ 消防用設備等は消防法第１７条の３の３及び消防法施行規則第３１条の６の規定に基 

づき、年２回の点検（機器点検、総合点検）を行い、点検結果を消防法の規定により定 

められた書式に基づき監督職員に提出すること。なお、防火設備定期点検は、建築基準 

法施行規則第６条の２第１項の規定に基づき年１回の点検を行い、点検項目、事項、方 

法及び結果の判定基準並びに点検の結果表は平成２８年国土交通省告示第７２３号に 

よる。 

   ５ 点検期日は監督職員と打ち合わせにより決定すること。なお、消防用設備等の機器点検 

及び防火設備定期点検は令和８年９月３０日まで、総合点検は令和９年３月３１日 

までに点検結果を提出すること。 

   ６ 点検日は原則として日曜日及び祝祭日を除く９：００～１７：００の日時で、監督職員 

との打ち合わせにより決定するものとする。 

 ７ 点検実施後、３０日以内に点検結果をまとめて提出すること。 

   ８ 各市営住宅の住民には、充分な日数をもって、日時、作業内容を知らせること。また、 

点検中は作業周知看板を設置し、周知を図ること。 

 ９ 点検に際し、各住戸及び各施設の取扱いに十分注意するとともに入居者等にも十分配慮 

   すること。特に避難はしご点検時、下階の住民への連絡が不十分であることに起因する 

トラブルがないよう十分注意すること。 

 10 本仕様書に記載されていない事項であっても、監督職員の指示に従い点検を行うこと。 

11 故障が発生した場合は、直ちに監督職員に報告すること。 

 12 点検に際し、軽微な変更及び修繕があった場合は、監督職員の指示に従うこと。 

 13 点検に際し、各市営住宅の自治会長及び管理人等に業務内容及び日程等を事前に説明す

ること。 

14 連結送水管については、以下の団地においてホース及び配管の耐圧性能試験を行うこと。 

     対象団地（９団地） 

     グレース雄松・けやき・汐見第２・高千穂第２・高千穂第４・三沢第４・三沢第７・ 

三沢第８・三沢第９ 

 



 

第２章 消防用設備等保守点検及び防火設備定期点検 

  

第１節 概要 

住戸棟の消防用設備等の保守点検及び建築基準法に基づく防火設備点検を行う。 

 

第２節 消防用設備等の内容 

 別紙「消防用設備等及び防火設備一覧」及び「消防用設備等及び防火設備点検個数一覧」参

照 



（案）

団　地　名 住　　　　　所 地 区 名 階　数 棟　数 構　造

1 あけぼの 田尻１７８番地の５ 宮前 8階 1棟 高耐

2 あさがお 汐見町１丁目７番地の１ 芦原 7階 1棟 高耐

3 岩橋 岩橋１５２９番地 西和佐 3階 2棟 中耐

4 共栄第２ 雄松町５丁目１１番地 芦原 5階 2棟 中耐

5 共栄第３ 雄松町６丁目１０番地 芦原 5階 1棟 中耐

6 共栄第４ 雄松町６丁目２番地の１ 芦原 6階 1棟 高耐

7 くすのき 島崎町５丁目２４番地の４ 芦原 3階 1棟 中耐

8 栄谷 栄谷４８８番地 貴志 4階 2棟 中耐

9 栄谷第２ 栄谷４７２番地 貴志 3階 2棟 中耐

10 さつき 島崎町６丁目２９番地の１ 芦原 3階 1棟 中耐

11 汐見第２ 汐見町１丁目３３番地 芦原 7階 1棟 高耐

6階 高耐

3階 中耐

13 白樫 雄松町６丁目３８番地 芦原 5階 1棟 中耐

14 すずらん 島崎町６丁目４０番地 芦原 8階 1棟 高耐

15 すみれ 鳴神９８２番地の１，９５２番地の１ 宮 4階 4棟 中耐

16 鷹匠町 鷹匠町４丁目２１番地の３ 芦原 5階 1棟 中耐

17 高千穂第２ 三沢町４丁目７番地 芦原 6階 1棟 高耐

18 高千穂第３ 三沢町４丁目８番地の２ 芦原 6階 1棟 高耐

19 高千穂第４ 三沢町４丁目１２番地の２ 芦原 8階 1棟 高耐

20 たちばな 坂田７１番地の１ 宮前 4階 1棟 中耐

21 東和第３ 杭ノ瀬６４番地の１ 宮前 4階 1棟 中耐

22 東和第１０ 杭ノ瀬１９０番地の１ 宮前 4階 1棟 中耐

23 東和第１１ 杭ノ瀬１９２番地の２ 宮前 3階 1棟 中耐

24 ひまわり第３ 三沢町１丁目３番地 芦原 3階 2棟 中耐

25 平井 平井４６４番地、４６４番地の３ 楠見 3階 1棟 中耐

26 平成 三沢町４丁目１０番地 芦原 6階 1棟 高耐

27 三沢第２ 三沢町３丁目２０番地の１ 芦原 5階 4棟 中耐

28 三沢第３ 三沢町２丁目１１番地の２,５８番地 芦原 4階 3棟 中耐

29 三沢第４ 三沢町３丁目１２番地 芦原 8階 1棟 高耐

30 三沢第５ 雄松町６丁目５番地の２ 芦原 5階 1棟 中耐

31 三沢第７ 三沢町４丁目１番地 芦原 7階 1棟 高耐

32 三沢第８ 三沢町２丁目１２番地の３ 芦原 10階 1棟 高耐

33 三沢第９ 三沢町３丁目８番地の２ 芦原 8階 1棟 高耐

34 三沢第１０ 三沢町３丁目１０番地 芦原 4階 1棟 中耐

35 もみじ 雄松町４丁目１番地の２ 芦原 3階 1棟 中耐

36 けやき 南片原２丁目８番地 芦原 9階 1棟 高耐

37 グレース雄松 雄松町５丁目１０番地 芦原 10階 1棟 高耐

38 はまなす 南片原２丁目１３番地 芦原 3階 1棟 中耐

令和８年度点検予定団地一覧表

2棟12 島崎第４ 島崎町５丁目２０番地 芦原



（案）

自　動　火　災　報　知　設　備 非　常　警　報　設　備 誘　導　灯　設　備 避難器具（ハッチ式はしご等） 連　結　送　水　管 防　排　煙　制　御　設　備　・　防　火　設　備 消火器

1 自動火災報知設備 連結送水管３～８階　各２台 ５５本

2 非常警報器具、設備（各階１台） 誘導灯、誘導標識（集会所） ２０２号、３０２号、４０２号、５０２号、６０２号、７０２号 連結送水管３～７階　各階廊下１台 １０本

3 １２本

4 非常警報器具、設備（集会所１台）
誘導灯２０W２台、誘導標識（集会
所）

２６本

5 非常警報器具、設備（集会所１台） 誘導灯、誘導標識（集会所）
２－１号、２－８号、３－１号、３－８号、４－１号
４－８号、５－１号、５－８号

1６本

6
非常警報器具、設備（１～４階各２
台、５～６階各１台）

１２４号、１３４号、１４４号、１５４号 １３本

7 非常警報器具、設備（各階１台） ２０３号、３０３号 ６本

8 非常警報器具、設備（集会所１台） 誘導灯、誘導標識（集会所） １１本

9 １３本

10 非常警報器具、設備（各階１台） ２０３号、３０３号 ６本

11 非常警報器具、設備（各階２台）
２２４号、２２５号、２３４号、２３５号、２４４号、２４５号
２５４号、２５５号、２６４号、２６５号、２７４号、２７５号

連結送水管３～７階　各階廊下１台
連動制御器　防火扉（２～７階 各２枚）　光電式煙感知器
（２～７階 各３個）

１５本

１棟 非常警報器具、設備（計９台） 誘導灯、誘導標識（集会所） １２３号、１２７号
連動制御器　防火扉（各階１枚）　光電式煙感知器（各階
１個）

２棟 非常警報器具、設備（計５台） ２２１号、２２５号、２３３号

13 非常警報器具、設備（集会所１台） 誘導灯、誘導標識（集会所） １０本

14 自動火災報知設備
集会所、２０６号、２０７号、２１１号、３０６号、３０７号、３１１号、４０６号、４０７号、４１１号
５０６号、５０７号、５１０号、６０６号、６０７号、６１０号、７０６号、７０８号、８０６号、８０８号 連結送水管３～８階　各階２台 ４９本

15 非常警報器具、設備（集会所１台） 誘導灯、誘導標識（集会所） ３３本

16
非常警報器具、設備（集会所１台、
各階２台）

誘導灯、誘導標識（集会所）
金属吊下式　２－１号、２－８号
緩降機　３－１号、３－８号、４－１号、４－７号、５－１号

１４本

17 非常警報器具、設備（各階２台） 誘導灯、誘導標識（集会所） 連結送水管３～６階　各階１台
連動制御器　防火扉（２～６階 各２枚）　光電式煙感知器
（２～６階 各１個）

１９本

18
非常警報器具、設備（各階２台、６
階１台）

連動制御器　防火扉（２～５階 各２枚　６階のみ１枚）　光
電式煙感知器（２～５階 各３個　６階のみ１個）

６本

19 非常警報器具、設備（各階２台） 連結送水管３～８階　各階１台
連動制御器　防火扉（２～８階 各２枚）　光電式煙感知器
（２～８階 各３個）

２５本

20 誘導灯、誘導標識（集会所） １２本

21 誘導灯、誘導標識（集会所） ５本

22 非常警報器具、設備（各階２台） 誘導灯、誘導標識（集会所） ８本

23 非常警報器具、設備（各階２台） ６本

１棟 非常警報器具、設備（各階１台）

２棟 非常警報器具、設備（各階１台）

25 ８本

26 非常警報器具、設備（各階２台） ２０１号、３０１号、４０１号、５０１号、６０１号
連動制御器　防火扉（２～６階 各２枚）　光電式煙感知器
（２～６階 各１個）　熱感知器（２～６階 各２個）

７本

１２本

団　地　名

あさがお

岩橋

共栄第２

共栄第３

共栄第４

くすのき

栄谷

栄谷第２

さつき

汐見第２

東和第３

東和第１０

たちばな

消　防　用　設　備　等　及　び　防　火　設　備　一　覧

１５本

白樫

すみれ

あけぼの

島崎第４12

すずらん

鷹匠町

24 ひまわり第３

平井

平成

東和第１１

高千穂第２

高千穂第３

高千穂第４

1／2



（案）

自　動　火　災　報　知　設　備 非　常　警　報　設　備 誘　導　灯　設　備 避難器具（ハッチ式はしご等） 連　結　送　水　管 防　排　煙　制　御　設　備　・　防　火　設　備 消火器団　地　名

消　防　用　設　備　等　及　び　防　火　設　備　一　覧

１棟 非常警報器具、設備（集会所１台） 誘導灯、誘導標識（集会所）

２棟
２２１号、２２６号、２３１号、２３６号、２４１号、２４６号
２５１号、２５６号

３棟
３２１号、３２６号、３３１号、３３６号、３４１号、３４６号
３５１号、３５６号

４棟
４２１号、４２６号、４３２号、４３６号、４４１号、４４６号
４５１号、４５６号

１棟 非常警報器具、設備（各階１台） 誘導標識（集会所）

２棟 非常警報器具、設備（各階１台） ２２３号、２３３号、２４３号

３棟 非常警報器具、設備（各階１台）

29 非常警報器具、設備（各階２台） 誘導標識（集会所） 連結送水管３～８階　各階ホール１台
連動制御器　防火扉（１～８階 各２枚）　光電式煙感知器（１～
７階 各２個、８階のみ１個）　熱感知器（計１５個＋１個）

１８本

30 非常警報器具、設備（各階２台） 誘導標識（集会所） １１本

31 非常警報器具、設備（各階２台） 誘導灯、誘導標識（集会所） 連結送水管３～７階通路　各１台
連動制御器　防火扉（２～６階 各２枚、７階のみ１枚）　光
電式煙感知器（２～７階 各１個）

２２本

32 非常警報器具、設備（各階２台） 誘導灯、誘導標識（集会所） 連結送水管３～１０階　各１台
連動制御器　防火シャッター・煙感知器（１～１０階 各１
組）　熱感知器（１～１０階 各２個）

３０本

33
非常警報器具、設備（集会所１台、
各階２台）

誘導灯、誘導標識（各階２台、集会
所１台）

２０５号、３０５号、３１０号、４０５号、４１０号、５０５号
５１０号、６０５号、６１０号、７０５号、７１０号、８０５号

連結送水管３～８階　各１台
連動制御器　防火シャッター（集会所１枚、１～８階 各２
枚）　光電式煙感知器（１階集会所２個、１～８階 各１個）

３３本

34 非常警報器具、設備（各階１台） ２０２号、３０２号、４０２号 ４本

35
非常警報器具、設備（集会所１台、
各階１台）

誘導灯、誘導標識（集会所） ２０２号、３０２号 ４本

36 自動火災報知設備 非常警報器具、設備（各階２台） 誘導灯、誘導標識
１２１号、１２２号、１２５号、１３１号、１３２号、１３５号、１４１号、１４２号、１４５号、１５１号、１５２号、１
５５号、１６１号、１６２号、１６５号、１７１号、１７２号、１７５号、１８１号、１８２号、１８５号、１９１号、１９
２号、１９５号

連結送水管３～９階　各１台 差動式熱感知器、定温式熱感知器、光電式煙感知器 ２０本

37 自動火災報知設備 非常警報器具、設備（各階２台） 誘導灯
２０２号、２０３号、３０２号、３０３号、４０２号、４０３号、５０２号、５０３号、６０２号、６
０３号、７０２号、７０３号、８０２号、８０３号、９０２号、９０３号、１００２号、１００３号 連結送水管３～１０階　各１台 差動式熱感知器、定温式熱感知器、光電式煙感知器 ３３本

38 自動火災報知設備 非常警報器具、設備（各階１台） ２２３号、２３３号 ４本

三沢第１０

もみじ

三沢第４

三沢第５

三沢第７

三沢第８

三沢第９

６１本

１２本

けやき

グレース雄松

はまなす

28 三沢第３

27 三沢第２

2／2



（案）

機　種 摘　要 数　量 機　種 摘　要 数　量 機　種 摘　要 数　量 機　種 摘　要 数　量 機　種 摘　要 数　量 機　種 摘　要 数　量 機　種 摘　要 数　量

戸内受信機 ＧＰ型３級 ９６台 放水用器具格納箱 １２台 消火器 ＡＢＣ１０型 ５２本

差動式スポット型感知器 ２５０個 表示灯 １２個 消火器 ＡＢＣ２０型 ３本

定温式スポット型感知器 ９６個 送水口 ２台

戸外表示器 ９６台 放水口 １２台

Ｒ型受信機 共用分 １面

作動式スポット型感知器 共用分 １５個

光電スポット型感知器 共用分 ５個

スピーカー 共用分 １６台

配線点検 絶縁測定 １式

起動装置 押釦 ７台 誘導灯 １台 避難ハッチ ６台 放水用器具格納箱 ５台 消火器 ＡＢＣ１０型 １０本

音響装置 ７個 誘導標識 表示灯 ５個

表示灯 ７個 配線点検 絶縁測定 １式 送水口 １台

配線点検 絶縁測定 １式 放水口 ５台

3 岩橋 消火器 ＡＢＣ１０型 １２本

起動装置 押釦 １台 誘導灯 ２台 消火器 ＡＢＣ１０型 ２６本

音響装置 １個 配線点検 絶縁測定 １式

表示灯 １個

配線点検 絶縁測定 １式

起動装置 押釦 １台 誘導灯 ３台 避難ハッチ ８台 消火器 ＡＢＣ１０型 1６本

音響装置 １個 配線点検 絶縁測定 １式

表示灯 １個

配線点検 絶縁測定 １式

起動装置 押釦 １０台 避難ハッチ ４台 消火器 ＡＢＣ１０型 １３本

音響装置 １０個

表示灯 １０個

配線点検 絶縁測定 １式

起動装置 押釦 ３台 避難ハッチ ２台 消火器 ＡＢＣ１０型 ６本

音響装置 ３個

表示灯 ３個

配線点検 絶縁測定 １式

起動装置 押釦 １台 誘導灯 ２台 消火器 ＡＢＣ１０型 １１本

音響装置 １個 誘導標識

表示灯 １個 配線点検 絶縁測定 １式

配線点検 絶縁測定 １式

9 栄谷第２ 消火器 ＡＢＣ１０型 １３本

起動装置 押釦 ３台 避難ハッチ ２台 消火器 ＡＢＣ１０型 ６本

音響装置 ３個

表示灯 ３個

配線点検 絶縁測定 １式

起動装置 押釦 １４台 避難ハッチ １２台 放水用器具格納箱 ５台 連動操作盤 １台 消火器 ＡＢＣ１０型 １５本

音響装置 １４個 表示灯 ５個 煙感知器 １８個

表示灯 １４個 送水口 １台 防火扉 １２個

配線点検 絶縁測定 １式 放水口 ５台 配線点検 絶縁測定 １式

起動装置 押釦 １４台 誘導灯 １台 避難ハッチ ５台 連動操作盤 １台 消火器 ＡＢＣ１０型 １５本

音響装置 １４個 誘導標識 煙感知器 ６個

表示灯 １４個 配線点検 絶縁測定 １式 防火扉 ６個

配線点検 絶縁測定 １式 配線点検 絶縁測定 １式

起動装置 押釦 １台 誘導灯 １台 消火器 ＡＢＣ１０型 １０本

音響装置 １個 誘導標識

表示灯 １個 配線点検 絶縁測定 １式

配線点検 絶縁測定 １式

消　防　用　設　備　等　及　び　防　火　設　備　点　検　個　数　一　覧

団　地　名
非　常　警　報　設　備 誘　導　灯　設　備 避　難　器　具 連　結　送　水　管 防 排 煙 制 御 設 備 ・ 防 火 設 備 消　火　器

2 あさがお

4 共栄第２

5 共栄第３

10 さつき

6 共栄第４

7 くすのき

8 栄谷

11 汐見第２

12 島崎第４

13 白樫

1 あけぼの

自　動　火　災　報　知　設　備

1／4



（案）

機　種 摘　要 数　量 機　種 摘　要 数　量 機　種 摘　要 数　量 機　種 摘　要 数　量 機　種 摘　要 数　量 機　種 摘　要 数　量 機　種 摘　要 数　量

消　防　用　設　備　等　及　び　防　火　設　備　点　検　個　数　一　覧

団　地　名
非　常　警　報　設　備 誘　導　灯　設　備 避　難　器　具 連　結　送　水　管 防 排 煙 制 御 設 備 ・ 防 火 設 備 消　火　器自　動　火　災　報　知　設　備

戸内受信機 ＧＰ型３級 ８１台 避難ハッチ ２０台 放水用器具格納箱 １２台 消火器 ＡＢＣ１０型 ４９本

差動式スポット型感知器 ２２８個 表示灯 １２個

定温式スポット型感知器 ８１個 送水口 ２台

戸外表示器 ８１台 放水口 １２台

Ｒ型受信機 共用分 １面

作動式スポット型感知器 共用分 ３個

光電スポット型感知器 共用分 ２個

スピーカー 共用分 ３台

配線点検 絶縁測定 １式

起動装置 押釦 １台 誘導灯 １台 消火器 ＡＢＣ１０型 ３３本

音響装置 １個 誘導標識

表示灯 １個 配線点検 絶縁測定 １式

配線点検 絶縁測定 １式

起動装置 押釦 １０台 誘導灯 １台 避難ハッチ ７台 消火器 ＡＢＣ１０型 １４本

音響装置 １０個 誘導標識

表示灯 １０個 配線点検 絶縁測定 １式

配線点検 絶縁測定 １式

起動装置 押釦 １２台 誘導灯 １台 放水用器具格納箱 ４台 連動操作盤 １台 消火器 ＡＢＣ１０型 １９本

音響装置 １２個 誘導標識 表示灯 ４個 煙感知器 ５個

表示灯 １２個 配線点検 絶縁測定 １式 送水口 １台 防火扉 １０個

配線点検 絶縁測定 １式 放水口 ４台 配線点検 １式

起動装置 押釦 １１台 連動操作盤 １台 消火器 ＡＢＣ１０型 ６本

音響装置 １１個 煙感知器 １３個

表示灯 １１個 防火扉 ９個

配線点検 絶縁測定 １式 配線点検 絶縁測定 １式

起動装置 押釦 １６台 放水用器具格納箱 ６台 連動操作盤 １台 消火器 ＡＢＣ１０型 ２５本

音響装置 １６個 表示灯 ６個 煙感知器 ２１個

表示灯 １６個 送水口 １台 防火扉 １４個

配線点検 絶縁測定 １式 放水口 ６台 配線点検 絶縁測定 １式

誘導灯 １台 消火器 ＡＢＣ１０型 １２本

誘導標識

配線点検 絶縁測定 １式

誘導灯 １台 消火器 ＡＢＣ１０型 ５本

誘導標識

配線点検 絶縁測定 １式

起動装置 押釦 ８台 誘導灯 ２台 消火器 ＡＢＣ１０型 ８本

音響装置 ８個 誘導標識

表示灯 ８個 配線点検 絶縁測定 １式

配線点検 絶縁測定 １式

起動装置 押釦 ６台 消火器 ＡＢＣ１０型 ６本

音響装置 ６個

表示灯 ６個

配線点検 絶縁測定 １式

起動装置 押釦 ６台 消火器 ＡＢＣ１０型 １２本

音響装置 ６個

表示灯 ６個

配線点検 絶縁測定 １式

消火器 ＡＢＣ１０型 ８本

17 高千穂第２

18 高千穂第３

15 すみれ

16 鷹匠町

14 すずらん

東和第１０

23 東和第１１

19 高千穂第４

20 たちばな

21 東和第３

24 ひまわり第３

25 平井

22

2／4



（案）

機　種 摘　要 数　量 機　種 摘　要 数　量 機　種 摘　要 数　量 機　種 摘　要 数　量 機　種 摘　要 数　量 機　種 摘　要 数　量 機　種 摘　要 数　量

消　防　用　設　備　等　及　び　防　火　設　備　点　検　個　数　一　覧

団　地　名
非　常　警　報　設　備 誘　導　灯　設　備 避　難　器　具 連　結　送　水　管 防 排 煙 制 御 設 備 ・ 防 火 設 備 消　火　器自　動　火　災　報　知　設　備

起動装置 押釦 １２台 避難ハッチ ５台 連動操作盤 １台 消火器 ＡＢＣ１０型 ７本

音響装置 １２個 煙感知器 ５個

表示灯 １２個 熱感知器 １０個

配線点検 絶縁測定 １式 防火扉 １０個

配線点検 絶縁測定 １式

起動装置 押釦 １台 誘導灯 ３台 避難ハッチ ２４台 消火器 ＡＢＣ１０型 ６１本

音響装置 １個 誘導標識

表示灯 １個 配線点検 絶縁測定 １式

配線点検 絶縁測定 １式

起動装置 押釦 １２台 誘導標識 避難ハッチ ３台 消火器 ＡＢＣ１０型 １２本

音響装置 １２個

表示灯 １２個

配線点検 絶縁測定 １式

起動装置 押釦 １６台 誘導標識 放水用器具格納箱 ６台 連動操作盤 １台 消火器 ＡＢＣ１０型 １８本

音響装置 １６個 表示灯 ６個 煙感知器 １５個

表示灯 １６個 送水口 １台 熱感知器 １６個

配線点検 絶縁測定 １式 放水口 ６台 防火扉 １６個

配線点検 絶縁測定 １式

起動装置 押釦 １０台 誘導標識 消火器 ＡＢＣ１０型 １１本

音響装置 １０個

表示灯 １０個

配線点検 絶縁測定 １式

起動装置 押釦 １４台 誘導灯 １台 放水用器具格納箱 ５台 連動操作盤 １台 消火器 ＡＢＣ１０型 ２２本

音響装置 １４個 誘導標識 表示灯 ５個 煙感知器 ６個

表示灯 １４個 配線点検 絶縁測定 １式 送水口 １台 防火扉 １１個

配線点検 絶縁測定 １式 放水口 ５台 配線点検 絶縁測定 １式

起動装置 押釦 ２０台 誘導灯 １台 放水用器具格納箱 ８台 連動操作盤 １台 消火器 ＡＢＣ１０型 ３０本

音響装置 ２０個 誘導標識 表示灯 ８個 煙感知器 １０個

表示灯 ２０個 配線点検 絶縁測定 １式 送水口 １台 熱感知器 ２０個

配線点検 絶縁測定 １式 放水口 ８台 防火扉 １０個

配線点検 絶縁測定 １式

起動装置 押釦 １７台 誘導灯 １台 避難ハッチ １２台 放水用器具格納箱 ６台 連動操作盤 １台 消火器 ＡＢＣ１０型 ３３本

音響装置 １７個 誘導標識 表示灯 ６個 煙感知器 １０個

表示灯 １７個 配線点検 絶縁測定 １式 送水口 １台 防火扉 １７個

配線点検 絶縁測定 １式 放水口 ６台 配線点検 絶縁測定 １式

起動装置 押釦 ４台 避難ハッチ ３台 消火器 ＡＢＣ１０型 ４本

音響装置 ４個

表示灯 ４個

配線点検 絶縁測定 １式

起動装置 押釦 ４台 誘導灯 ２台 避難ハッチ ２台 消火器 ＡＢＣ１０型 ４本

音響装置 ４個 誘導標識

表示灯 ４個 配線点検 絶縁測定 １式

配線点検 絶縁測定 １式

戸内受信機 ５８個 住宅情報盤 総合盤（発信機、ベル） １８面 誘導灯 １個 避難ハッチ ２４台 放水用器具格納箱 ７台 消火器 ＡＢＣ１０型 ２０本

差動式スポット型感知器 １５６個 地区ベル ２個 誘導標識 表示灯 ７個

定温式スポット型感知器 ３７０個 P型１級　２５L １面 送水口 １台
差動スポット２
種

共用分含む ４６個 放水口 ７個
定温スポット特
種

共用分含む ９５個
差動スポット特種
（試験口付） 共用分 ５３個

差動分布型 共用分 １か所
煙感知機（光電
式スポット）２種 共用分 １５個

GP３級（玄関子機含） 共用分 ５８台

36 けやき

29 三沢第４

27

26 平成

三沢第２

28 三沢第３

33 三沢第９

34 三沢第１０

35 もみじ

30 三沢第５

31 三沢第７

32 三沢第８

3／4



（案）

機　種 摘　要 数　量 機　種 摘　要 数　量 機　種 摘　要 数　量 機　種 摘　要 数　量 機　種 摘　要 数　量 機　種 摘　要 数　量 機　種 摘　要 数　量

消　防　用　設　備　等　及　び　防　火　設　備　点　検　個　数　一　覧

団　地　名
非　常　警　報　設　備 誘　導　灯　設　備 避　難　器　具 連　結　送　水　管 防 排 煙 制 御 設 備 ・ 防 火 設 備 消　火　器自　動　火　災　報　知　設　備

戸内受信機 ７６台 起動装置 押釦 ２０個 誘導灯 ２台 避難ハッチ １８台 放水用器具格納箱 ８台 ガス漏れ検知器 ７６個 消火器 ＡＢＣ１０型 ３３本

差動式スポット型感知器 ２２８個 音響装置 ２０個 表示灯 ８個

定温式スポット型感知器 ７６個 表示灯 ２０個 送水口 １個

放水口 ８個

戸内受信機 ６台 起動装置 押釦 ３個 避難ハッチ ２台 消火器 ＡＢＣ１０型 ４本

定温式スポット型感知器 ３６個 音響装置 ３個

表示灯 ３個

37 グレース雄松

38 はまなす
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疑義の質問について  

入札者は、見積期間中に、仕様書等において疑義のある場合は、関係職員の説明

を求めることができる。質問事項は文書で担当課長あて提出すること。  

締切日は入札日（入札日は含まない。）より５日前（ただし、締切日が土曜日及

び日曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日になる場合はその前日とする。）の１７時までとする。  

なお、質問事項の回答については、質問者に文書にて回答するとともに、和歌山

市ホームページ入札・契約情報画面において公開するものとする。  



                                    業務委託契約書 

 

 和歌山市（以下「甲」という。）と          （以下「乙」という。）は、あけぼの

団地外３７団地消防用設備等保守点検及び防火設備定期点検業務について、次のとおり委託契約を

締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 （委託業務） 

第１条 甲は次の業務（以下「委託業務」という。）の処理を乙に委託し、乙はこれを受託するも

のとする。 

（１） 消防用設備等機器点検 

（２） 消防用設備等総合点検 

（３） 防火設備定期点検 

  （契約期間） 

第２条 この契約の期間は契約締結日から令和９年３月３１日までとする。 

 （委託業務の処理方法） 

第３条 乙は、別紙仕様書の内容に従って委託業務を処理しなければならない。 

 （委託金） 

第４条 委託金の額は         円（消費税及び地方消費税分を含む。）とし、消防用設

備等機器点検が         円（消費税及び地方消費税分を含む。）、消防用設備等総合

点検が         円（消費税及び地方消費税分を含む。）、防火設備定期点検が   

      円（消費税及び地方消費税分を含む。）とする。 

 （権利義務の譲渡等の禁止） 

第５条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （再委託等の禁止） 

第６条 乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

 ただし、委託業務の一部の処理についてあらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限り

 でない。 

 （委託業務の調査等） 

第７条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況について調査を行い、又は乙に対

して報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第８条 甲は、必要がある場合は、委託業務の内容を変更し又は委託業務を一時中止することがで

きる。この場合において、委託金額又は契約期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書

面により定めるものとする。 

２ 甲は、前項の場合において、乙が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。

 この場合において、賠償金の額は、甲乙協議して定める。 

 （損害の負担） 

第９条 委託業務の処理に関して発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。以下この条におい

て同じ。）のために必要が生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、甲の責めに帰すべ

き理由により生じた損害のために生じた経費については、甲が負担する。この場合において、甲

が負担すべき額は、甲乙協議して定める。 

２ 甲は、委託業務の処理に関して発生した事故により乙の従業員が受けた損害については、一切

責任を負わないものとする。 



 （不完全履行による減額、損害賠償） 

第１０条 甲は、乙が業務の一部を履行しないとき、又は業務の履行が不完全であるときは、契約

金額から、その不履行又は不完全部分に相当する金額の減額を請求することができる。この場合

において、甲が損害を受けたときは、乙に対してその賠償を請求することができる。 

 （確認） 

第１１条 乙は、委託業務を履行したときは、その都度遅滞なくその旨を甲が定める方式により甲

に通知し、甲の確認を求めなければならない。 

２ 乙は、前項の確認後の結果補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、補正後その旨

 を甲に通知し、甲の確認を求めなければならない。 

 （委託金の支払） 

第１２条 乙は、委託業務を履行したときは、その都度甲の確認を受け、その後甲に対し当該点検

に係る委託金の支払を請求するものとする。 

２ 甲は、前項の支払請求を受けたときは、その日から３０日以内に委託金を支払わなければなら

ない。   

３ 乙は、甲の責めに帰すべき理由により前項の規定による委託金の支払が遅れた場合は、未受領

金額につき、その遅延日数に応じ、年３．０パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を

甲に請求することができる。 

  （甲の解除権） 

第１３条 甲は、次条及び乙の債務不履行による場合のほか、乙が次の各号のいずれかに該当す 

るときは、この契約を解除することができる。 

（１）その責めに帰すべき理由により、契約期間中委託業務を継続して履行できる見込みがないと

明らかに認められるとき。 

（２）第２１条第１項に規定する個人情報取扱特記事項を遵守していないと認められるとき。 

（３）理由のいかんを問わず、契約に違反したとき。  

２ 前項の規定により契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠

償しなければならない。 

３ 前項の損害賠償請求は、甲が乙に対し、委託金額の１００分の１０に相当する額の違約金の請

求を妨げないものとする。 

４ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除した場合、委託業務の既履行部分について確認の上、

その部分に相応する委託金を乙に支払わなければならない。 

第１４条 甲は、必要があるときは、乙に対して３か月前までに通知をしてこの契約を解除するこ

とができる。 

２ 第８条第２項及び前条第４項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。 

 （乙の解除権） 

第１５条 乙は、次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 

（１）第８条第１項の規定により委託業務の内容を変更したため委託金額が３分の２以上減少し 

 たとき。 

（２）第８条第１項の規定による委託業務の一時中止期間が契約期間の１０分の５（契約期間の 

 １０分の５が６月を超えるときは６月）を超えたとき。 

２ 第１３条第４項の規定は、前項の規定により契約を解除された場合に準用する。 

 （不完全履行） 

第１６条 甲は、第１１条の規定による確認日から１年間、乙に対して完全な履行を請求すること

ができる。 



２ 甲は、前項の完全な履行に替え、損害賠償を請求することができる。 

（暴力団等排除に係る解除） 

第１７条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

（１）乙の役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の

団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者

及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）に次に掲げる者がいると認められると

き。 

ア 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以

下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団関係者（暴力団員ではないが暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」

という。）と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者を

いう。以下同じ。） 

（２）乙の経営又は運営に暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）が実質的に

関与していると認められるとき。 

（３）乙の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは

運営に実質的に関与している法人等（法人その他の団体又は個人をいう。以下同じ。）を利用

するなどしていると認められるとき。 

（４）乙の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に

実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持

運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

（５）乙の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有してい

ると認められるとき。 

（６）乙の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、こ

れを利用するなどしていると認められるとき。 

（７）乙が、暴力団又は暴力団員等から、妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、警察への被

害届の提出を故意又は過失により怠ったと認められるとき。 

２ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた甲の損害の賠償を乙

に請求することができる。 

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、その責めを

負わないものとする。 

（談合等不正行為に係る甲の解除） 

第１８条 乙が次の各号のいずれかに該当したとき、甲は直ちにこの契約を解除することができる。

ただし、その事由が甲の責めに帰すべきものによる場合は、この限りでない。 

（１）公正取引委員会が、この契約に関し、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正

取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第４９条に

規定する排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）を行い、当該措置命令が確定したとき。 

（２）公正取引委員会が、この契約に関し、乙に違反行為があったとして独占禁止法第６２条第１

項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令（以下「納付命令」という。）が確定

したとき（確定した納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含

む。）。 

（３）公正取引委員会が、この契約に関し、排除措置命令又は納付命令（これらの命令が乙又は乙

が構成事業者である事業者団体（以下「契約者等」という。）に対して行われたときは、契約者

等に対する命令で確定したものをいい、契約者等に対して行われていないときは、各名宛人に対



する命令全てが確定したものをいう。次号において同じ。）を行った場合において、乙に独占禁

止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

（４）排除措置命令又は納付命令により、契約者等に独占禁止法に違反する行為があったとされた

期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間

（これらの命令に係る事件について、乙に対する納付命令が確定したときは、当該納付命令にお

ける課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間を除く。）に入札等（見積書等の提出に

基づく受注者選定を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものである

とき。 

（５）乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）がこの契約に関し行った行為につい

て刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第

１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙は、前項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償

金として、契約金額の１０分の２に相当する額又は実際の損害額のうちいずれか多い額を甲に対

して支払わなければならない。この契約の履行が完了した後にその事由に該当した場合も同様と

する。 

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、その責めを

負わないものとする。 

 （賠償金等の徴収） 

第１９条 甲は、乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わ

ないときは、甲が乙に支払うべき委託金と相殺し、なお不足のあるときは乙に追徴する。 

 （秘密の保持等） 

第２０条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

２ 乙は、委託業務の処理過程において作成した記録等を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡

してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。 

 （個人情報取扱特記事項の遵守） 

第２１条 乙は、委託業務の履行に当たっては、別記の個人情報取扱特記事項を遵守しなければな

らない。 

２ 甲は、乙が前項の規定に違反して個人情報の取扱いをしていると認めたときは、乙の名称、事

務所又は事業所の所在地及び代表者並びに当該違反事実の公表をすることができるものとする。 

 （補則） 

第２２条 この契約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、必要に応じて甲乙協議し

て定める。 

この契約の締結を証するため、契約書２通を作成し、双方記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

令和８年  月  日 

                     甲   和歌山市七番丁２３番地 

                         和歌山市 

                         和歌山市長  尾 花 正 啓 

 

                     乙 

 



委託契約用 
 

別記  

個人情報取扱特記事項  

 

（基本的事項） 

第１ この契約により、和歌山市（以下「甲」という。）から事務の委託を受けたもの

（以下「乙」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務

を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律その

他個人情報に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個

人情報を適正に取り扱わなければならない。  

（従事者等の明確化） 

第２ 乙は、この契約に係る事務の管理責任者及び事務に従事する者（以下「この契約

に係る事務に従事する者等」という。）並びにこの契約に係る個人情報を取り扱う場

所（以下「作業場所」という。）を明確にし、甲から求めがあったときは、甲に報告

しなければならない。 

（適正な管理） 

第３ 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他

の事故を防止するため、個人情報の取扱いをこの契約に係る事務に従事する者等に限

定し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）この契約に係る事務を処理するために甲から貸与を受けた、又は乙が収集し、複

製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等（以下「個人情報が記録され

た資料等」という。）について、甲から求めがあったときは、記録を作成すること。 

（２）個人情報が記録された資料等は、この契約に係る事務に従事する者等以外の者が

利用できないよう、施錠等管理すること。 

（３）その他個人情報の管理のために必要な措置を講じること。 

（教育の義務） 

第４ 乙は、この契約に係る事務に従事する者等に対し、この特記事項の遵守に必要な

こと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用されること等個人情報の保

護に関して必要な教育を行わなければならない。  

（秘密の保持） 

第５ 乙は、この契約に係る事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせてはならな

い。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（受託目的以外の利用等の禁止）  

第６ 乙は、この契約に係る個人情報を当該事務以外の目的に利用し、又は第三者に提

供してはならない。ただし、甲の書面による承諾をあらかじめ得た場合又は甲の指示

があった場合は、この限りでない。  

（複写又は複製の禁止） 

第７ 乙は、この契約に係る事務を処理するに当たって、甲から貸与された個人情報が

記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の書面による承諾

をあらかじめ得た場合又は甲の指示があった場合は、この限りでない。  



委託契約用 
 

（持ち出しの禁止） 

第８ 乙は、この契約に係る事務を処理するに当たって、作業場所から個人情報を持ち

出してはならない。ただし、業務上、やむを得ず、持ち出しするときは、甲の承認を

得た上で、書面に記録するものとする。  

（再委託の禁止）  

第９ 乙は、この契約による事務に係る個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者に

その処理を委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾をあらかじめ得た場合

は、この限りではない。その際は、乙の責任において、再委託者にこの特記事項の規

定を遵守させなければならない。 

２ 前項の規定は、再委託者が乙の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条

第１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合も、同様とする。 

（資料等の返還又は廃棄） 

第１０ 乙は、個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後

速やかに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、

その指示に従うものとする。  

なお、甲の指示により、個人情報が記録された資料等を廃棄する場合は、復元不可

能な方法で確実に廃棄処分を行い、その結果を書面により証明しなければならない。  

（報告又は資料の提出） 

第１１ 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙に対し、個人情報の

管理状況の履行について書面で報告を求めること及び乙の作業場所への立入調査が

できるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければ

ならない。 

（事故発生時の報告義務） 

第１２ 乙は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故が生じた場合に備

え、甲に対し、速やかに報告できる緊急時の連絡体制を整備しなければならない。ま

た、事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、次に掲げ

る事項を遵守しなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、

同様とする。   

（１）直ちに被害を最小限に抑えるための措置を講じ、甲に報告すること。  

（２）当該事故の原因を分析すること。  

（３）甲の求めに応じて、当該事故の再発防止策を実施すること。  

（４）甲の求めに応じて、当該事故の記録を書面で提出すること。  

（漏えい等が発生した場合の責任） 

第１３ 乙は、この契約に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事態が

発生した場合において、その責に帰すべき理由により甲又は第三者に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければならない。また、甲は、必要に応じ、乙の名称、所

在地及び代表者並びに当該事故の事実を公表できるものとする。 

 

 


